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近年、地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題への対応が重要な課

題となっています。かけがえのない地球環境を次世代に引き継ぐためには、

環境に配慮した取組をより一層推進していく必要があります。 

 

 水道事業は、自然環境の中で育まれた水資源をもとに、安全でおいしい水

道水を安定的にお届けするという、環境と密接な関わりのある事業です。し

かし、川やダムから水を取り入れ、きれいにして、ご家庭にお届けする過程

では、電力など多くのエネルギーや薬品を消費し、温室効果ガスや廃棄物を

排出するなど、地球環境に負荷を与えています。 

 

 そのため、横浜市水道局では、事業運営の指針である「横浜水道長期ビジ

ョン・10 か年プラン」（平成 18 年 7 月策定）の施策目標の一つとして、「環境

にやさしい水道システムの構築」を掲げ、小水力発電や太陽光発電の推進な

ど様々な取組を進めてきました。 

その後、19 年度には「横浜市脱温暖化行動方針 CO-DO30」（2025 年までに

温室効果ガス排出量を 30％以上削減）が策定されるとともに、20 年度には横

浜市が環境モデル都市として選定されました。そこで、これらの実現に向け

た取組を加速させるため、「長期ビジョン・10 か年プラン」の実施計画である

「中期経営計画」の見直しを行い、環境施策の拡充を図りました。 

さらに、22 年度からは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」「地球

温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、環境負荷低減に向けた中長期計

画を策定し、より計画的に取り組んでいます。 

 

この環境報告書は、横浜市水道局の環境保全の取組とその結果をお客さま

にご報告するために作成しました。作成にあたっては、環境会計などを活用

して、環境保全のためのコストや環境負荷の削減量などを数値化するととも

に、できるだけわかりやすくご紹介するよう心がけました。 

引き続き、これらの取組に対するお客さまのご理解とご協力をいただくと

ともに、この報告書に対する率直なご意見をいただくことで、今後の事業運

営や環境保全の取組に積極的に活かしていきたいと考えています。 

平成 22 年 12 月 
横浜市水道事業管理者 
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環境に配慮した事業運営に取り組んでいます。 

 
＜環境マネジメントシステムとは＞ 

 
自治体や企業などが環境保全に取り組むにあたり、方針や目標を自ら設定し、それらを達成するた

めにつくられた組織的な仕組みです。 
横浜市では、平成 18 年 6 月に全組織で ISO14001 の認証を取得し、22 年度からは「横浜市役所環

境行動宣言」に基づき、エコオフィス活動などの環境行動をさらに進めています。 
水道局でも、毎年「水道局環境行動目標」を設定して、職員一人ひとりが環境保全行動に取り組ん

でいます。 
 

 市役所ごみゼロ推進に関する取組 

庁内ごみの減量・リサイクルに関する 

目標を定め、廃棄物削減の取組を進めて 

います。 

 エコドライブ講習会の実施 
公用車を使用する機会が多い事業のため、職員

を対象に「エコドライブ講習会」を実施しました。 

あわせて、公用車の燃費向上に努めています。 

 

 

 

 

３ 環境マネジメントシステム 

 省エネに関する取組 

照明不要時の消灯、冷暖房温度の適正

化、エレベータの部分運転など、省エネ

ルギー行動に取り組んでいます。 

 物品調達に関する取組 

環境に配慮した物品を購入するグリー

ン購入を推進しています（原則 100％）。 

 コピー用紙の使用枚数削減に関する取組 

両面コピーを徹底するなど、コピー用紙の使用枚数を削減する取組を行っています。 

エコドライブ講習会 

 落ち葉のたい肥化 
水道記念館で、落ち葉をコンポストでたい肥化し、

一般廃棄物を減量しています。 

 

落葉のたい肥化 

＜水道局での取組＞ 

＜全市共通の取組＞ 
 

「ヨコハマは G30」 

マスコット 

へら星人ミーオ(30) 

 

 

庁内のごみは

18 種類の分

別をしている

んだよ。 

分別用ごみ箱の一例（一部） 

７ ８

 園芸用の土の作成 
西谷浄水場の排水処理施設で、浄水処理発生土を

濃縮・脱水乾燥し、園芸用の土を作っています。 

 

 職員研修の実施 
省エネ･コスト縮減に関する普及啓発として、環

境保全全般に関わる知識を習得するための研修を

実施しています。 

 

 一人ひとりが省資源・省エネルギーに取り組む

ことが、地球環境を守ることにつながるんだね。 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水源から浄水場までの取組です。 ～その２～ 
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ü 概要 
企業等は、水源保全のために 3 年間以上、水道局所有の

水源かん養林整備（枝打ち、間伐など）に係る費用を寄附

していただきます。 

   申込みができるのは、水源の森を守り、環境貢献を希望

する企業・団体です。 

企業等には、次のメリットがあります。 

① 整備対象地域の森林の命名権取得。 

② 企業等の社員研修のフィールドワークへの活用。 

③ 森林整備後、山梨県の「やまなしの森づくり・CO2 吸

収認証制度」に基づく認証を受けると、山梨県から「CO2

吸収認証証書」が交付され、広報宣伝活動に使用可能。 

 

ü 参加企業・団体（平成 22 年 11 月末現在） 

・ 株式会社京急百貨店 

・ 株式会社ブリヂストン 

・ 社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 

・ 株式会社ファンケル    （協定締結順） 

 

 

 

 ＜ダム湖の保全＞ 
 

 相模湖・津久井湖の水質改善 
ダム湖の水中に空気を送り、湖内の水をか

き混ぜることにより植物性プランクトンの発

生を抑えるエアレーションという装置や、植

物の浄化作用を利用して水質を良くするビオ

トープという施設を整備しています。 

 
 
 

＜河川流域における取組＞ 
 

 しゅんせつ工事 
 

 相模湖の堆積土砂の除去 
相模湖は、上流からの土砂が流入し、堆砂が 

進んでいます。 

このため、ダム湖内の土砂を取り除き、洪水

などの災害防止と貯水容量の維持・回復のため

の事業を進めています。 

エアレーション

 

４ 環境保全の取組 

 水源エコプロジェクト（W-eco・p ウィコップ） 

平成 20 年７月に、山梨県、道志村、横浜市の

三者で「地球温暖化対策に関する山梨県・道志村・

横浜市合同研究会」を設立し、森林保全やＣＯ２排

出削減のための手法や仕組みについて検討を重ね

てきました。 

この研究会の成果のひとつとして、水道局の水

源林を企業等と協働で整備する「水源エコプロジ

ェクト（W-eco･p ウィコップ）」をスタートし

ました。 

 

名称の由来 

 

・ 水（Water）を創り出す森の CO2 吸収量を高める

（eco）プロジェクト（p） 

 

・ 企業・団体と横浜市（We）が協働（collaboration）

で取り組むプロジェクト（p） 

 

という２つの意味から名称を決定しました。 

 相模川流域下水道事業への助成 
神奈川県が推進している流域下水道建設経費のうち、水源地域※負担分について、関係水道事

業者が助成し、水源水質の改善を図っています。 

    ※ 水源地域 ： 相模原市のうち旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町 

 

 相模湖取水口におけるアオコフェンスの設置 
アオコなどの藻類が大量に発生すると臭気が発

生するため、取水口付近にフェンスを張り、原水を

取水する際にアオコが入らないようにしています。 

 

 水源パトロールや河川清掃などの取組 
   農業や漁業などで道志川に携わる方々や、流域

の行政・市民等と協働して、不法投棄や水質汚染

事故を監視する水源パトロールや河川清掃などの

活動を行っています。 

12

河川清掃活動 



 

 

 

 

 
     

 

 浄水場での取組です。 

 
＜現状と課題＞ 

水道事業は、皆さまのご家庭に水道水をお届けする

までに電気など多くのエネルギーを消費しています。 

中でも、相模川下流の寒川で原水を取水している小

雀浄水場では、標高差約 56ｍ、距離約 12ｋｍをポ

ンプの力で浄水場まで導水しています。 

浄水処理した後、さらにポンプを使って各ご家庭に

水を送っています。 

 電力使用量（21 年度決算）

小雀浄水場 92,256 千 kWh 

西谷浄水場 25,669 千 kWh 

川井浄水場 13,034 千 kWh 

計 130,959 千 kWh 
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 太陽光発電エネルギーを利用した水

路橋内面防食 
   昭和 38 年に設置した引地川水路橋の内

面で腐食が進んでいるため、淡水・流水下

では日本初の電気防食設備を設置し、腐食

を防止しています。  

また、その電源として、太陽光発電エネ

ルギーを利用しています。 

太陽光発電

引地川水路橋の
太陽光発電設備

 太陽光発電設備の設置 
（詳細は、19 ページ） 

ü  ろ過池覆蓋(ふくがい)による太陽光発電シ

ステムの導入 

ü  太陽電池搭載型フロート遮光(しゃこう)  

装置の導入  

４ 環境保全の取組 

 太陽光電力を利用した電動カート 
高齢者や体の不自由な方も快適に見学し

ていただけるよう、電動カートを導入して

います。このカートは、場内の太陽光発電

設備で発電された電力を利用しています。 

 省電力揚水(ようすい)ポンプの導入 
小雀浄水場の地下に届いた原水を地上

にくみ上げる揚水ポンプは、羽の角度が変

化することで汲み上げる水の量を調節し、

電力量を削減します。 

電動カート

揚水ポンプ

  排水池覆蓋(ふくがい)による太陽光 
発電システムの導入 

排水処理施設から生じる臭気の拡散防止の

ために設置したふたの上部に太陽光パネルを

据え付け、自然エネルギーを活用しています。

 浄水処理発生土の資源化 
   沈でん池やろ過池での浄水処理で発生す

る土を園芸資材として活用し、その一部は

「園芸の土」として 10kg200 円（税込み）

で販売しています。 

 

 屋上緑化事業 

     西谷浄水場本館の屋上緑化により、夏

季・冬季の空調への断熱効果や、二酸化炭

素吸収などの環境保全を図っています。 

また、浄水場の施設見学ルートに組み込

むことで、環境への取組の重要性を PR し

ています（施工面積 280ｍ2）。 

 

 

 

園芸の土 

 

屋上緑化

＜西谷浄水場＞ 

＜小雀浄水場＞ 

＜川井浄水場・青山水源事務所＞ 
 小水力発電設備の設置 

（詳細は、20 ページ） 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 浄水場から蛇口までの取組です。 

＜現状と課題＞ 
横浜市は起伏の多い地形のため、安定して水を供給するために多くのポンプ場を設置しており、多量の電

気エネルギーを使っています。 

また、水道管の取替工事などでは、アスファルト廃材や建設発生土などの廃棄物が出るため、その有効活

用が課題となっています。 

 ４階直結直圧式給水の拡大 
横浜市では、蛇口にいつでも新鮮な水をお届けするため、中高層建物における直結給水を促

進しています。 

21 年４月から、配水管の圧力の有効利用による直結直圧式給水の対象を従前の３階までから

４階までに拡大しました。 

これにより、受水槽や揚水ポンプ（加圧ポンプ）または増圧給水ポンプの設置を必要として

いた建物でも、４階直結直圧式給水が可能な建物では、設備の設置に係る材料等が節減される

とともに、お客さまの電力使用料や CO２排出量が削減されます。 
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直結増圧式 

（（増増圧圧給給水水ポポンンププ））  
（（受受水水槽槽））  

受水槽式 （（高高置置水水槽槽））

（（揚揚水水ポポンンププ））  

直結直圧式（4 階） 

配水管の圧力で直接給水 

 水道工事で発生した建設副産物のリサイ
クル推進 

工事で発生したアスファルト等の舗装材を

再利用するため、再資源化施設を積極的に活用

しています。 
また、民間の改良土プラントを活用して、ほ

とんどの建設発生土を埋め戻し用の土に改良

し、リサイクルを推進しています。 

 夜間電力の有効利用 

  電力貯蔵設備(NaS 電池)は、電力使用量の多

い昼間に、夜間電力で充電した電力を使用する

設備です。 

夜間電力は、火力発電の割合が低いため二酸

化炭素の排出量を削減でき、単価も安いので電

気料金の節減にもなります。 

また、停電時のバックアップ電源としても利

用できます。 

現在、今井配水池（保土ケ谷区）と上永谷配

水池（港南区）に設置しています。 

 再生メーターの使用 
水道メーターは、８年ごとに取り替える

ことになっているため、回収したメーター

のうち再利用が可能なメーターを修理して

使用しています。 

４ 環境保全の取組 

 

 
ＮａＳ電池

 地下漏水調査 
地下漏水を防止することは、経済的な損失ば

かりではなく、水資源の有効利用に貢献すると

ともに、二酸化炭素の削減にもなり、環境負荷

の軽減につながります。 
また、地下漏水は道路陥没等の災害を引き起

こす恐れがあるため、地下漏水調査を計画的に

行い、地下漏水の早期発見に努めています。 

 
地下漏水調査 

 効率的な水運用をしています 

   横浜市の地形は起伏が多く、一定の水圧で市内全域に安

定して水を送ることは困難です。そこで、市域を２６の給水

区域（配水ブロック）に分けた上で、各配水ブロックに原則

１か所の配水池とポンプ場を設置し、さらに自然流下系区域

（低区）※１とポンプ系区域（高区）※２に分けて給水して

います。これにより、水道管内にある水のエネルギーを無駄

なく利用できるほか、停電や水道管破裂などのトラブルが発

生した場合でも、断水等の影響範囲を最小限に抑え、早期に

復旧することができます。 

また、配水ブロック間を口径の大きな水道管で結ぶこと

で、断水等の事故が発生した場合は隣接する配水ブロック

から送水できるよう、応援体制の強化を図っています。 

 

※１ 自然流下系とは、水が高い所から低い所へ流れる力を利

用して水をお届けする系統のことです。 

※２ ポンプ系とは、ポンプの力を利用して低い所から高い所

へ水をお届けする系統のことです。 
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＜緑化の取組＞ 
 

 緑のカーテン 

庁舎の日のあたる窓や壁面付近に、 

つる性の植物を這わせてカーテン状に 

することで、夏場の冷房効率が向上し、 

二酸化炭素排出の削減に寄与しています 

（11 事業所で実施）。 

 

 

 環境に配慮した庁舎を推進しています。 

※ 建築物緑化認定 
横浜市が「緑の環境をつくり育てる条例」

等に基づき、一定基準以上の緑化を行った

建築物について建築物緑化認定証と緑化認

定ラベルを発行するものです。 
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屋上緑化

 屋上緑化 
建物の屋上を緑化することにより、

夏季・冬季の空調への断熱効果や、二

酸化炭素吸収などの環境保全を図り

ます。 

  菊名ウォータープラザでは、屋上緑

化を含めた施設全体で、横浜市の建築

物緑化認定※を取得しました。 

（認定番号：Ｄ－0001号、緑化率20％） 

 

４ 環境保全の取組 

  

緑のカーテン 

緑のカーテン

 

 

 打ち水舗装（下面給水型舗装システム） 

駐車場（約 1,200 ㎡）及び歩道（約 300 ㎡）

部分に横浜市で初めて「打ち水舗装※」を施しまし

た。これにより、舗装表面温度が低減され、ヒート

アイランド現象の緩和が期待されます。 

 

※ 舗装面の下に埋設した管から自動給水し、地中

の小さな隙間に水が染み込んでいく現象を利用

して、導水・拡散・揚水・保水機能をもたせてい

ます。舗装表面を湿っている状態にし、それが蒸

発する際に発生する気化熱によって冷却します。

 

 光触媒カーテンウォール散水システム 

水の冷やす機能を利用することで、冷房の削減

が期待できる新技術です。使用する水は雨水と水

道水を併用し、流れ落ちた水を循環させ再利用し

ています。 

NEDO（ネド）※の技術協力により実施した実証

実験では、ガラス表面温度で約 10℃、室内温度で

約 2～3℃低下し、冷房負荷で約 20％低減されま

した。 

※ NEDO 
［New Energy and Industrial Technology 

Development Organization］ 

新エネルギー総合開発機構。石炭液化・

太陽電池など代替エネルギーの開発などを

目指す政府出資機関です。 

＜菊名ウォータープラザ＞ 
平成１９年９月に開所した「菊名ウォータープラザ」（菊名合同庁舎）では、世界で初めて

庁舎の一部に光触媒カーテンウォール散水システムを採用しています。また、緑化を積極的に

進めるとともに、太陽光発電設備を設置するなど、環境に配慮した庁舎となっています。 

① 窓上部に管を設置し、一定間隔にあけた穴からガラス面に散水し

ます。 

② ガラスに酸化チタン光触媒をコーティングすることで水となじみ

やすくなり、ガラス面全体が水の薄い膜で覆われて流れ落ちます。

③ 水が蒸発する際の気化熱で冷房空調負荷を低減します。 

緑化認定ラベル 



 

 

 
 

 

 

 

            

 

 

  
 太陽光発電設備 

平成 12 年度に日本で初めて、小雀浄水

場のろ過池上部に可動式太陽光発電設備

を設置して以来、太陽光発電設備の設置を

拡充してきました。 

  トピック１  再生可能エネルギーを積極的に導入し、「新エネ百選」に選ばれました。 

太陽光発電 

発電容量 予想発電量 CO2 削減効果 一般家庭換算
施設名 

(ｋW) (ｋWh) (ｔ- CO2) (軒) 

小雀浄水場 992 1,043,000 436 304

西谷浄水場 180 189,000 79 55

菊名ウォータープラザ 3 3,000 1 1

計 1,175 1,235,000 516 360

※ 数値は、21 年度稼動中設備による年間予想効果です。 

４ 環境保全の取組 

＜課題と取組＞ 
横浜市の温室効果ガス排出量の9割以上は、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素であるため、

温室効果ガスの排出抑制には、エネルギーの消費を抑えるとともに、化石燃料によらない再生

可能エネルギー※１の利用割合を高めていくことが必要です。このため横浜市では、「横浜市脱

温暖化行動方針」（CO-DO30）において、再生可能エネルギーを10倍に拡大するという行

動方針を掲げました。 

水道局においても、環境にやさしい水道システムを構築するため、太陽光発電や小水力

発電などの導入を積極的に推進しています。 

21 年度には、こうした取組が地産地消型の優れた新エネルギー導入事例として評価され、

NEDO※２と経済産業省から「新エネ百選」に選定されました。 

 

※１ 再生可能エネルギーとは、太陽光、太陽熱、風力、小水力、バイオマス・エネルギー、

温度差エネルギー等を想定しています。 

※２ NEDO［New Energy and Industrial Technology Development Organization］ 

新エネルギー総合開発機構。石炭液化・太陽電池など代替エネルギーの開発などを目

指す政府出資機関です。 

 

 
 小水力発電設備  

水道管路内を流れる水の力を利用

した小水力発電設備の設置により、

再生可能エネルギーの導入を推進し

ます。 

平成 18 年度に設置した港北配水

池に続き、22 年度には川井浄水場と

青山水源事務所に増設します。 

 
 

発電容量 予想発電量 CO2 削減効果 一般家庭換算
施設名 

(ｋW) (ｋWh) (ｔ- CO2) (軒) 
稼動年度 

  港北配水池 ※ 300 1,400,000 585 408 H.18 

川井浄水場 270 1,150,000 481 335 H.22 

青山水源事務所 49 408,000 171 119 H.22 予定 

計 619 2,958,000 1,237 862  

※ 港北配水池の小水力発電設備は、民設民営方式による設置のため、発電効果の一部は設置者

（東京発電株式会社）が保有しています。 
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  ｢市民の体験フィールド｣事業 ～縄文の女神の森～ 

環境活動に対する関心の高まりから、これまでの水源かん

養林の見学に加え、植樹等の体験型の森林整備についての要

望をいただいています。そこで、20 年度に廃止した苗畑跡

地を活用し、新たに市民やボランティアを対象とした体験活

動を行うフィールドを整備します。 

 

ü スケジュール（予定） 
・ 22～27 年度  

苗畑約 7,220 ㎡のエリアを６分割し、

６年間で約 3,000 本の植樹を実施 

・ 23～33 年度 

植樹を実施したエリア順に下草刈り、

枝打ちを実施 

・ 37 年度  完了 

 

 

 
体験型イベントや広報活動を実施しています。 

 道志水源かん養林へのエコツアー 

横浜市の水源地である山梨県道志村を訪れ、水源かん

養林の大切さを理解していただくとともに、かん養林の

遊歩道でゴミ拾い清掃活動を実施する施設見学会を行

い、自然を大切にする意識の高揚を図りました。 

 

 
清掃活動 

ピザ作りの様子

  横浜の水源で「エコ活 de 婚活」バスツアー  
【対象者：30 歳代独身者】 

横浜市の水源地である山梨県道志村で水源かん養

林の働きや大切さを学び、植樹などを行います。 

参加者には、マイカップ・マイ箸を持参いただく

ことで、エコ活動に参加していることをより意識し

ていただきます。 

参加人数：男女各 20 人 

 広報ビデオやパンフレットによる
水源かん養林の紹介 

横浜市の水源地である道志水源かん養林の

働きや育成作業などについて、ビデオ「緑の

ダム」やパンフレット「道志水源かん養林」

などで紹介しています。ビデオは貸出を行っ

ています（詳しくは、局ウェブサイトをご覧

ください）。 

パンフレット
「道志水源かん養林」

 横浜市営地下鉄駅での電飾広告の掲示 

横浜市営地下鉄の桜木町駅、関内駅、都筑ふれあいの丘駅に、水源保全の大切さと「はまっ

子どうし The  Water」を PR する電飾看板広告を掲示しました。 

なお、「はまっ子どうし The  Water」の売上の一部は、「横浜市水のふるさと道志の森基

金」へ寄附され、横浜市の水源地である山梨県道志村の水源林を整備するためのボランティア

活動に活用されています。 

 
 

関内駅 都筑ふれあいの丘駅 

５ 環境コミュニケーションの取組 
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いつも安全・安心でおいしい水を提供するため、厳しい品質管理を行っています。 

29 30

電動カート

 すべての浄水場で ISO9001 の認証を取得 
継続的な品質管理体制の推進と業務の円滑化・効

率化を目的として、市内全浄水場で ISO9001 の認

証を取得しています。 

認証取得により、水道水製造に関わる品質管理が

国際水準にあると保証されます。 

ISO9001 では、責任の明確化、品質マニュアル

の文書化、帳票類の作成・標準化、職員教育の徹底

などが求められ、毎年厳しく審査されます。 

浄水場の品質管理が高いレベルで継続することに

よって、水道水の信頼性とお客さま満足度の向上が

図られ、今まで以上に、安全で良質な水をお届けす

ることができます。 
 

 計画に基づく水質検査の実施 
水道水質検査の適正化や透明性を維持

するため、お客さまのご意見を踏まえて

水質検査計画を策定し、事業年度前に公

表しています。 

水質検査は、水質基準項目をはじめ、

国が検査を義務付けていない水質管理

目標設定項目（農薬類など）や、より高

い安全性を求めて、ダイオキシン類や病

原性微生物についても実施しています。 

検査結果は、水道局のウェブサイトで

公表しています。                               

 

 水道水質についての安心と信頼を提供 
お客さまが利用する水道水の安全性を確

認する水質検査には、正確かつ精度の高い

技術が必要です。 

そこで、お客さまに水道水の安全性につ

いて、より一層の安心感を持っていただく

ために、水質検査の品質を保証する

ISO/IEC17025 試験所認定を取得してい

ます。 

ISO/IEC17025 は、正確かつ精度の高

い水質検査技術を保証するため、試験所が

品質管理システムにより運営され、技術的

に適格で信頼性のある結果を出す能力を有

することを証明する国際規格です。 

これを水道局が取得することによって、

お客さまにより一層の安心と信頼を提供す

ることができると考えています。 

＜厳しい品質管理を行っています＞ 
水道事業の使命は、自然環境の中で循環する水資源を利用しながら、常に安全で良質な水をお客

さまにお届けすることです。そのため、水源水質の保全と適切な浄水処理を行うとともに、厳しい

品質管理を行う中で、水道水を製造しています。 

 

※ ISO9001 

品質マネジメントシステムの国際規格です。 

責任と権限を明確にするとともに、第三者機関の認証により、

品質管理体制が国際的に高い水準にあることを保証します。 

※ ISO/IEC17025 

試験所や校正機関の能力に関する要求事項を規定した国際

規格です。第三者機関の認定により、検査技術力が国際的に

高い水準にあることを保証します。 

水質診断書 

 
水質試験車 

７ 信頼性の高い水道水の品質管理 




